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要望１

● 来年度の一斉改選時にＡ地区で１５名が解嘱見込み。６名は体調不良等の理由だが、他９名については７８
歳以上となるため年齢要件を満たさず解嘱となってしまう。

● この９名については後任を探しているが難しい状況であり、一方本人たちは、健康上の問題もなく、再任し
たいという強い意向がある。

● 年齢上限を撤廃せずとも、例えば理由書等の添付等により、７８歳以上の再任が特例で認められる制度を
作ってほしい。

要望２

● 民生委員の選出については、年齢制限が７８歳未満となっているが、定年退職後も働く方が増えていること
や、地域関係の希薄化などにより、なり手不足が問題となり、本市では１５名が欠員状態となっている。

● 特に主任児童委員については、新任の年齢要件が５８歳未満であり、現役世代であることから推薦すること
が難しく、また、再任も６７歳未満となっていることから、定員２１名のうち、５名が欠員状態となっている。

● 埼玉県民生委員・児童委員・主任児童委員選任基準を緩和してほしい。

１


	既定のセクション
	スライド 1


